
 

 

 

第２回定例理事会議案 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

日 時：令和８年３月１９日（ 木 ） 

午後１時３０分 

場 所：道北なよろ農業協同組合本所 役員会議室 

 

 

 

 

 

 

       道北なよろ農業協同組合 

 

 



（報告事項） 

  1. 職員の退職および採用について（別紙１Ｐ） 

 

 

2. 職制規程の改正について（別紙２Ｐ） 

 

 

  3. 令和７年度年間経営定期点検実施報告書について（別紙３～４Ｐ） 

 

 

  4. 令和７年度農業労災保険納付状況について（別冊） 

 

 

  5. ＪＡバンク基本方針の変更について（別冊） 

 

 

6. 「ＪＡバンクの内部管理体制構築に係る指針」の変更について（別紙５～１５Ｐ） 

 

 

7. 令和７年産甜菜の精算について（別紙１６Ｐ） 

 

 

8. 令和６年産うるち加工米・酒造好適米の精算について（別紙１７Ｐ） 

 

 

9. 名寄市への農業振興施策要請に対する回答について（別紙１８～１９Ｐ） 

 

 

10. 令和８年度監事監査計画について（別紙２０～２５Ｐ） 

 

 

11. 名寄市農業委員会報告について（別紙２６～４２Ｐ） 

 

 

（決議事項） 

1. 出資金持分譲渡の申し出について（別紙４３Ｐ） 

 別紙のとおりご承認下さい。 

 

 

  2. 役員賠償責任保険契約の締結について（別紙４４Ｐ） 

     別紙のとおりご承認下さい。 

 



  3. 令和７年度決算について（別冊） 

     別冊のとおりご承認下さい。 

 

 

  4. 令和７年度決算監査について（別冊） 

     別冊のとおりご承認下さい。 

 

 

  5. みのり監査法人期末監査について（別冊） 

     別冊の通りご承認下さい。 

 

 

  6. 令和８年度経営定期点検実施計画書について（別紙４５Ｐ） 

     別紙の通りご承認下さい。 

 

 

  7. 令和８年度固定資産取得および処分計画について（別紙４６～４９Ｐ） 

     別紙の通りご承認下さい。 

 

 

  8. 組合と理事との契約（貸付）について（別紙５０Ｐ） 

     別紙のとおりご承認下さい。 

 

 

  9. 与信残高４千万円超の貸付に係る承認について（別紙５１～６５Ｐ） 

     別紙のとおりご承認下さい。 

 

 

  10. 自己査定に係る破綻懸念先への貸付について（別紙６６～６７Ｐ） 

     別紙のとおりご承認下さい。 

 

 

  11. 令和８年度不良債権の処理方針について（別紙６８～６９Ｐ） 

     別紙のとおりご承認下さい。 

 

 

  12. 令和８年度事業計画の設定について（別冊） 

     別冊のとおりご承認下さい。 

 

 

  13. 第２１回通常総代会の開催について（別冊） 

     別冊のとおりご承認下さい。 



  14. 第２１回通常総代会（議案の内容）の記載事項について（別冊） 

     別冊のとおりご承認下さい。 

 

 

  15. 議決権行使書面の行使権限および行使にあたっての 

留意事項について（別紙７０～７１Ｐ） 

     別紙のとおりご承認下さい。 

 

 

  16. らくみらんど㈱令和８年度事業計画（事前承認事項） 

の設定について（別紙７２～７３Ｐ） 

     別紙のとおりご承認下さい。 

 

 

（協議事項） 

1. 地区別懇談会の開催について（別紙７４Ｐ） 

 別紙のとおりご協議下さい。 

 

 

 

 

 

 

※ 参考  第１回定例理事会議事録（別紙７５～８０Ｐ） 

 



職員の退職および採用について 
 

退職者 

 

１）退職日 令和８年３月３１日付 

 

２）氏 名  

 

① 奥山 凌 （２６歳）（金融共済部共済課共済係）自己都合退職 

  

② 塩入 稜太（２５歳）（営農販売部農産課農産係 

兼営農課営農係）自己都合退職 

 

 

採用者 

１）採用日 令和８年４月１日付 

 

２）氏 名 

 

① 丸谷 湖々奈（１８歳）正職員採用（試用期間６ヶ月） 
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別表１

金融共済係

智恵文支所購買課 資材係

智恵文支所 金融共済課 金融共済係

畜産課 畜産係

購買課

営農係

営農販売部 農産課 農産係

農機車輌課

智恵文給油所

農機車輛係

燃料課 名寄給油所

購買部
風連給油所

営農課 営農係

営農センター 青果課 青果係

資材係

名寄支所購買課 資材係

代
表
理
事
組
合
長

代
表
理
事
専
務

参
事

総代会

営農課

常
務
理
事

（

信
用
担
当
理
事
）

金融共済部

共済課

監事会
常
勤
監
事

名寄支所 金融共済課

共済係

機構図

監査室 監査係

総務課 総務係

総務部

審査人事課
人事係

理事会

金融課 金融係

審査係

1

2



 

 

 

 

  

令和７年度年間経営定期点検実施報告書 
 

 

令和７年度において、経営定期点検実施計画書に基づきまして、本所を含む支

所・支店等について経営定期点検実施要領に基づき以下のとおり実施いたしまし

たので、ご報告いたします。 

    

記 

 

   １．経営定期点検実施実績 

基準日 実施年月日 特記事項 

２月末基準 3 月 3 日～7 日 特にありません 

３月末基準 4 月 1 日～8 日 特にありません 

４月末基準 5 月 1 日～10 日 特にありません 

５月末基準 6 月 2 日～9 日 特にありません 

６月末基準 7 月 1 日～8 日 特にありません 

７月末基準 8 月 1 日～9 日 特にありません 

８月末基準 9 月 2 日～8 日 特にありません 

９月末基準 10 月 1 日～7 日 特にありません 

１０月末基準 11 月 3 日～10 日 特にありません 

１１月末基準 12 月 2 日～8 日 特にありません 

１２月末基準 1 月 6 日～8 日 特にありません 

１月末基準 2 月 2 日～10 日 特にありません 

 

   ２．改善事項及び改善状況   なし 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

様式３－１ 
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総務部 改善事項なし なし

金融共済部 改善事項なし なし

・

　金融共済課

　金融共済課

営農販売部 改善事項なし なし

・

　営農センター

購買部 改善事項なし なし

  購  買  課

  購  買  課

農機車輛課

風連メカニックセンター

智恵文メカニックセンター

営 農 課 農 産 課

営農課・青果課・畜産課

名 寄 支 所

総 務 課

審 査 課

金 融 課

名 寄 支 所

様式　３－２

経 営 定 期 点 検 要 改 善 事 項 対 応 進 捗 状 況 シ ー ト

課題：部署と概要 改善方針 改善活動の経過 内部監査部門の意見

内部監査部門は、内部監査規程第

４条に基づき点検結果が適正かど

うか、あるいは実施方法が適正か

どうかを確認するために各部門が

実施した経営定期点検表の一部を

抽出して再点検を、通年の通告監査

で行った結果、経営定期点検の結

果は適正であると判断いたしまし

た。
智 恵 文 支 所

購 買 課

風 連 給 油 所

名 寄 給 油 所

智 恵 文 給 油 所

燃 料 課

智 恵 文 支 所

共 済 課
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「JAバンクの内部管理態勢構築にかかる指針」の変更について 

 「JAバンクの内部管理態勢構築にかかる指針」の変更についてご報告致します。 

 

１．「JAバンクの内部管理態勢構築にかかる指針」の主な変更事由 

 

金融機関として必要な内部管理態勢確保のうち、特に重点的な対応が必要なものを「JA バンクの内部管理態勢構築にか

かる指針」に定めているが、現在「個別の取組み」に位置づけられているマネロン・金融犯罪対策に関して、「不断の取組

み」として位置付けを強化し、金融犯罪対策にかかる概念を追加するものです。 

 

２．「JAバンクの内部管理態勢構築にかかる指針」（新旧対照表） 別添の通り 

 

３．変更日                          令和 8年 4 月 1日 

以  上 
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1  

新 旧 

令和5年3月 1 6日 制定 

令和6年4月  1日 変更 

令和7年4月  1日 変更 
令和8年4月  1日 変更 

 

 

 

  

ＪＡバンクの内部管理態勢構築に 

かかる指針 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

令和5年3月 1 6日 制定 

令和6年4月  1日 変更 

令和7年4月  1日 変更 

(追加) 
 

 

 

  

ＪＡバンクの内部管理態勢構築に 

かかる指針 
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2  

 

新 旧 

ＪＡバンクの内部管理態勢構築にかかる指針：目   次  
  
Ⅰ～Ⅱ (省略) 
 

 Ⅲ 特に重点的な対応が必要な項目               2 
１ 不断の取組み   2 
(１)マネロン・金融犯罪対策の取組み 2 
(２)不祥事未然防止の取組み                3 
 

２ 個別の取組み                       4 
（削除）  
（１）個人情報保護の徹底 4 
（２）サイバー攻撃への備え 4 
（３）金融商品取引法の遵守（インサイダー取引防止など） 5 
（４）金融商品取引法の遵守（登録金融機関業務の適切な運営） 6 
  

Ⅳ  その他 6 
  

参考資料 8 
 
 
本文 
  
Ⅰ～Ⅱ (省略) 

 

ＪＡバンクの内部管理態勢構築にかかる指針：目   次  
 
Ⅰ～Ⅱ (同左) 
   
Ⅲ 特に重点的な対応が必要な項目                        2 
１ 不断の取組み                       2 
  (追加)                      
  (追加)不祥事未然防止の取組み         （追加） 
 
２ 個別の取組み                  3 
（１）マネロン・テロ資金供与対策の徹底      3 
（２）個人情報保護の徹底               3 
（３）サイバー攻撃への備え             4 
（４）金融商品取引法の遵守（インサイダー取引防止など）    5 
（５）金融商品取引法の遵守（登録金融機関業務の適切な運営）   5 
  
Ⅳ  その他                       6 
 
参考資料                     7 
 
 
本文 
 
Ⅰ～Ⅱ (同左) 
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3  

新 旧 

Ⅲ 特に重点的な対応が必要な項目 

（省略） 

「不断の取組み」…①マネロン*・金融犯罪対策の取組み 

      ②不祥事未然防止の取組み 

＊本指針ではマネー・ローンダリング及びテロ資金供与を「マネロン」と

表記する。 

「個別の取組み」…（削除） 

①個人情報保護の徹底 

②サイバー攻撃への備え 

③金融商品取引法の遵守(インサイダー取引防止など) 

④金融商品取引法の遵守(登録金融機関業務の適切な運営)  

 

１ 不断の取組み 

（１）マネロン・金融犯罪対策の取組み 

全てのＪＡ・信連は、犯罪者等による金融サービスのいかなる不正利用も
排除し、金融機関として組合員・利用者から信頼され続けるため、当局が
定める監督指針やガイドラインのほか、自らのリスクに応じたリスクベー
ス・アプローチに基づきマネロン・金融犯罪対策の徹底が求められてい
る。 

 

全てのＪＡ・信連は、マネロン対策に関して、2028年８月に予定される第
５次ＦＡＴＦ対日審査に向け、整備した管理態勢のもと自組織が直面する
リスクの特定・評価・低減の取組みを確実に実践するとともに、有効性検
証の結果等も踏まえた態勢を絶えず高度化していく必要がある。 

 

全てのＪＡ・信連は、金融犯罪対策に関して、複雑化・巧妙化する手口へ
適切に対処し組合員・利用者を守り、信頼を確保していくため、行政等関
係団体と連携のうえ、適時の注意喚起による被害未然防止、被害発生時の
迅速な救済対応等に取り組むことが必要である。 

Ⅲ 特に重点的な対応が必要な項目 

（同左） 

「不断の取組み」…(追加) 

      (追加)不祥事未然防止の取組み 

(追加) 

 

「個別の取組み」…①マネーローンダリング(マネロン)・テロ資金供与対策 

②個人情報保護の徹底 

③サイバー攻撃への備え 

④金融商品取引法の遵守(インサイダー取引防止など) 

⑤金融商品取引法の遵守(登録金融機関業務の適切な運営) 

 

１ 不断の取組み 

（追加） 

 

8



4  

新 旧 

① マネロン対策にかかる継続的な顧客別リスク管理の実践 

ＪＡ・信連の１線部署は、適切な取引時確認や在留期限管理・本人再確認

（顧客情報の最新化）を実施し、リスク管理に必要な顧客情報を取得・管

理する。 

ＪＡ・信連の２線部署は、１線部署への牽制・支援を行うとともに、系統

マネロン管理システムを活用した顧客毎のリスクに応じた顧客情報の管

理、取引モニタリング等を継続的に実践する。疑わしい取引を認識した場

合、速やかに所管行政庁への届出を行う。 

 

② 組織全体で対策に取り組む態勢の整備 

役員は理事会等での必要な指示、規定・規則の整備、人材の育成・配置等

を主体的に行い、組織全体でマネロン対策にかかる管理態勢を構築する。 

 

③ 有効性検証によるマネロン管理態勢の不断の見直し 

全てのＪＡ・信連は、有効性検証の実施を通じて、自組織が直面するリス

クの特定・評価・低減に適切に取り組んでいることを確認し、その結果で

認識した課題等を踏まえた取組みを反映し、マネロン管理態勢の不断の見

直しを行う。 

 

④ 金融犯罪抑止と被害者への適切な対応 

全てのＪＡ・信連は、組合員・利用者を特殊詐欺等の金融犯罪から守るた

め、管内における詐欺被害の動向や利用する顧客属性に応じて、適切な時

期・媒体・内容で注意喚起を行うとともに、被害発生時においては、法令

等に基づき迅速に救済対応に取り組む。加えて、これらの取組みの実効性

を高めるため、警察等行政や関係団体と密に連携を行う。 

 

⑤ 自組織のリスクに応じた対策強化・高度化 

全てのＪＡ・信連は、自らを取り巻く現下のリスクの現状や他の金融機関の取

組事例を把握し、マネロン・金融犯罪対策に関する理解を一層深め、対策を一

層強化・高度化する。 

 

(追加) 
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5  

新 旧 

（２）不祥事未然防止の取組み 

(省略) 

 

２ 個別の取組み 

(削除) 

（追加）不祥事未然防止の取組み 

(同左) 

 

２ 個別の取組み 

（１）マネロン・テロ資金供与対策の徹底 

全てのＪＡ・信連は、犯罪者等による金融機能の不正利用を防ぎ、金融機

関として社会、組合員・利用者から信頼され続けるため、金融庁が定める

監督指針やガイドライン等に基づく、以下のマネロン・テロ資金供与対策

（以下「マネロン対策」）の実現が求められている。こうしたなか、2028

年８月には、第５次FATF対日審査が実施される予定となったことから、こ

れらのマネロン対策にかかる管理態勢を日常業務において継続的に機能さ

せ、高度化していく取組みが求められている。 

 

①継続的な顧客別リスク管理の実践 

ＪＡ・信連はマネロン対策にかかるリスク管理の中核を担うリスク管理部

署の体制を整備し、本支店が連携して、系統マネロン管理システムを活用

した顧客毎のリスクに応じた顧客情報の管理、取引モニタリング等を継続

的に実践する。 

 

②組織全体で対策に取り組む態勢の整備 

リスク管理部署は支店等への牽制・支援を行い、支店等は適切な取引時確

認、本人再確認（顧客情報の最新化）を実施しリスク管理に必要な顧客情

報を取得・管理する。 

経営陣は理事会等での必要な指示、規定・規則の整備、人材の育成・配置

等を行い、組織全体でマネロン対策にかかる管理態勢を構築する。 

継続的な顧客管理は、ＪＡバンク一体で実現することが求められている。

農林中金が必要なシステムを構築し、継続的に取引モニタリングシナリオ

の策定・必要な修正等を行い、ＪＡ・信連は顧客情報を適切にシステムに

反映し、顧客別リスク管理を適切に実践する。 
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6  

新 旧 

（１）個人情報保護の徹底 

(省略) 

 

①法令等の趣旨を踏まえた規程類の遵守徹底 

(省略) 

 

（２）サイバー攻撃への備え 

全てのＪＡ・信連は、サイバー攻撃を受けることで、顧客情報が窃取され

組合員・利用者に損害を与える事態や、業務継続が出来ず総合事業のサー

ビス提供が困難となる事態を防ぐため、サイバー攻撃を身近で重大な脅威

と認識を強めたうえで以下に取り組む。 

 

(省略) 

 

（３）金融商品取引法の遵守（インサイダー取引防止など） 

(省略) 

 

（４）金融商品取引法の遵守（登録金融機関業務の適切な運営） 

(省略) 

 

Ⅳ (省略) 
 

 

（２）個人情報保護の徹底 
(同左) 

 

①改正法等の趣旨を踏まえた規程類の遵守徹底 

(同左) 

 

（３）サイバー攻撃への備え 

全てのＪＡ・信連は、サイバー攻撃を受けることで、顧客情報が窃取され

組合員・利用者に損害を与えたり、業務継続が出来ず総合事業のサービス

提供が困難となる事態を防ぐため、サイバー攻撃を身近で重大な脅威と認

識を強めたうえで以下に取り組む。 

 

(同左) 

 

（４）金融商品取引法の遵守（インサイダー取引防止など） 

(同左) 

 

（５）金融商品取引法の遵守（登録金融機関業務の適切な運営） 

(同左) 

 

Ⅳ (同左) 
 

 

（附 則） 

本指針は、令和８年４月１日から実施する。 
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新 旧 

参考資料１ マネロン・金融犯罪対策の取組み 

マネロン・金融犯罪対策の概要 

 マネロン対策については、ＦＡＴＦ（Financial Action Task Force）が2021年に実施した第４次対日審査において、本

邦は事実上の不合格とされた。これを受け、金融庁は金融機関等に対して、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与

対策に関するガイドライン」（2018年）を提示のうえ2024年３月までの態勢整備を求め、ＪＡバンクを含む本邦金融機関

では対応が完了している。 

 2028年に予定するＦＡＴＦ第５次対日審査においては、整備した態勢に基づく有効性が重視される見込みであり、金融庁

は、2025年３月に「マネロン等対策の有効性検証に関する対話のための論点・プラクティスの整理」を公表した。金融機

関は、本公表物を参考のうえ、自組織における有効性検証計画を策定・実践し、その結果を踏まえマネロン管理態勢の不

断の見直しを行うことが求められている。 

 金融犯罪対策については、国内における金融サービスを不正に利用した金融犯罪の増加を受け、政府は2024年６月に国民

を金融犯罪から守るための各種施策を含む「国民を詐欺から守るための総合対策」を策定、2025年４月には「国民を詐欺

から守るための総合対策 2.0」へ改訂を行っている。また、近年は預貯金口座の不正利用やフィッシング詐欺被害などの

増加を受け、関係省庁から金融機関あての取組強化に向けた要請文書が相次いで発出される等、金融サービスを提供する

金融機関に求められる役割や取組レベルは年々高くなっている。 

 なお、マネロン対策に関して、役員による主体的関与がないなど取組みが不芳な金融機関に対しては当局が業務改善命令

を発出する事態に至っており、ＪＡバンクにおいてこういったことが生じないよう、全てのＪＡ・信連が自ら必要な態勢

を構築し、取組みの実効性を確保することが必須である。 

 

重点的に取り組む必要性 

 犯罪組織は態勢の脆弱な金融機関を狙い不正利用するため、金融機関に求められる信頼に応えるうえで、一体的事業運営

を行うＪＡバンクは、全会員が一体的にマネロン・金融犯罪対策を講じなければならない。 

 ＦＡＴＦ第５次対日審査において、万が一ＪＡバンクがきっかけとなり、マネロン対策の態勢が未整備との評価を受ける

ことは、ＪＡバンクのレピュテーションに重大な懸念を生じるため、絶対に避けなければならない。 

 行政の監督においても、マネロン・金融犯罪対策にかかるリスク管理はＪＡ・信連はじめ金融機関が自らのリスク管理と

して整備すべき事項とされており、態勢が未整備であることにより農協法に基づく報告徴求命令・業務改善命令が発出さ

れた場合、ＪＡバンクの健全性を揺るがすこととなる。 

 ＪＡバンクでは、各会員が現場での実効性あるＰＤＣＡの実践に取組むこととしており、自組織を取り巻く環境変化を踏

まえた対策の高度化および見直しに自律的に取組み、ＰＤＣＡサイクルを定着させていく必要がある。そのうえで、現場

での取組みが有効に機能しているかを系統３段階の特性を踏まえた役割分担に基づき検証し、ＪＡバンク一体となって必

要な対策を適切に講じる必要がある。 

（追加） 

 

12



8  

新 旧 

（削除） 参考資料２ マネロン・テロ資金供与対策の徹底 

マネロン・テロ資金供与対策の概要 

 マネロンとは、犯罪者等が犯罪によって得た収益をその出所や所有者がわからないようにして捜査を逃れようとする

行為である。 

 G７に設置された政府間会合であるFATF（Financial Action Task Force）は、マネロン対策にかかる国際的な基準

を定め、遵守状況について加盟国間で相互に審査しあう枠組みを構築する等、国際的な連携のもと対策を進めてき

た。 

 加えて、マネロン対策は組織犯罪対策を含んでいることから、系統金融機関においても、犯罪組織による金融機能の

不正利用防止を徹底し、組合員・利用者が安心して活用できる金融インフラを提供するため、重要性は極めて高い。 

 わが国では、2003年の本人確認法（2007年犯罪収益移転防止法）をはじめ、これまで本人確認は金融機関の特定取引

時の事務として認知されてきた。しかし、2018年に金融庁が「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関す

るガイドライン」 を策定して以降今日においては、マネロン対策は金融機関が当然に備えるべきリスク管理の一項目

となっている。 

 同ガイドラインでは、特定取引時に実施する本人確認に加えて、以降も継続的に顧客情報等の更新を行うことで、顧

客別のリスクを特定・把握しリスクに応じた低減措置を取ること、リスク管理部署に専門人材を配置しリスク管理の

中核的役割を担うこと、それらの実現のため経営陣の主体的関与が求められている。 

 

重点的に取り組む必要性  

 犯罪組織は態勢の脆弱な金融機関を狙って不正利用を行うため、金融機関として外部・組合員の信頼を維持するうえ

で、一体的事業運営の観点から全てのＪＡバンク会員のマネロン対策が必須となる。 

 わが国は2021年８月のFATFの第４次対日審査結果において事実上の不合格とされており、政府が行動計画を策定し全

金融業態のマネロン対策の進捗を管理する等、国を挙げて取組みを進めている。 こうした状況下、FATF第５次対日審

査において、万が一ＪＡバンクがきっかけとなり、マネロン対策の態勢が未整備との評価を受けることは避けなけれ

ばならない。 

 行政の監督においても、マネロンリスク管理はＪＡ・信連はじめ金融機関がリスク管理として整備すべき事項とされ

ており、態勢が未充足であることにより農協法に基づく報告徴求命令・業務改善命令が発出された場合、レピュテー

ショナルリスクも懸念される。 

 ＪＡバンクでは、系統マネロン管理システムの構築や必要な業務の整理を金融庁等と調整のうえ進めている。また、

マネロン対策に関わるＪＡ・信連役職員の知識・認識の強化を図る研修を提供しており、各ＪＡ・信連においては計

画的にこれを活用して具体的な取組みを進めていく。 
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新 旧 

参考資料２ 不祥事未然防止の取組み 

不祥事未然防止に取り組む必要性 

(省略) 

 各ＪＡは不祥事を起こせばこうしたリスクがあることを認識したうえ

で、ＪＡ・ＪＡバンクが引き続き地域・組合員から信頼され貢献して

いくため、不断に不祥事未然防止に取り組み、これを発生させてはな

らない。 

 

ＪＡバンク・ＪＡグループの取組み 
 （省略） 

 一方、他金融機関で組織ぐるみの不祥事が発覚し、金融機関の信頼が

毀損されるなか、ＪＡバンクにおいても、不祥事発覚時に、関係機関

へ適切な報告等を行わず、組織的な隠蔽が懸念される事案や、役員に

よるハラスメント行為へ適切に対処せず、行政から不祥事件として認

定される事案が発覚しており留意しなければならない。 

（省略） 

参考資料１ 不祥事未然防止(追加)取組み 

不祥事未然防止に取り組む必要性 

(同左) 

 各ＪＡは不祥事を起こせばこうしたリスクがあることを認識したうえ

(追加)、ＪＡ・ＪＡバンクが引き続き地域・組合員から信頼され貢献

していくため、不断に不祥事未然防止に取り組み、これを発生させて

はならない。 

 

ＪＡバンク・ＪＡグループの取組み 
 （同左） 

（追加） 

 

 

 

 

(同左) 
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参考資料３ (省略) 

 

参考資料４ サイバー攻撃への備え 

サイバー攻撃について 

 (省略) 

 近年、サイバー攻撃は高度化・巧妙化し、国内外の地域、組織の規模

や業種を問わず多数発生している。国内では、大手企業のみならず、

地方の病院までもが攻撃を受け、事業の一時中断を余儀なくされる事

例が発生しており、ＪＡ系統も実際にサイバー攻撃の標的になってい

る。地域や組織の規模・業種を問わず、サイバー攻撃の脅威は急速に

増大しており、今後も更に拡大すると考えられる。 

(省略) 

重点的に取り組む必要性 

 近年不正アクセスを含むサイバー攻撃は高度化、巧妙化しながら高止

まりしており、特に業務停止や情報漏洩などに繋がるランサムウェア

攻撃では引き続き多くの被害が発生している。  

 金融機関は一般企業に比べ、より厳格な情報管理と地域社会のインフ

ラとして安定的なサービス提供を行うことが求められている。サイバ

ー攻撃による顧客情報の漏えいや業務継続が困難となる事態が発生し

た場合には、業態としての信頼を大きく毀損する恐れがあることを認

識し、サイバー攻撃に対する危機意識を持ち、必要な対策を講じなけ

ればならない。  

 (省略) 

 (省略)そのうえで、金融庁ガイドラインを踏まえたリスクベース・ア

プローチを実践するために、自組織の実態把握を行い、発見された課

題の重要性に応じて自組織のサイバーセキュリティ対策について役員

が主導的に関与のうえ不断の見直し・強化を図っていくことが重要で

ある。 

 

参考資料５～６ (省略) 

 

参考資料３ (同左) 

 

参考資料４ サイバー攻撃への備え 

サイバー攻撃について 

 (同左) 

 近年、サイバー攻撃は高度化・巧妙化し、国内外の地域、組織の規模

や業種を問わず多数発生している。国内では、大手自動車メーカー

や、地方の病院(追加)が攻撃を受け(追加)事業の一時中断を余儀なく

される事例が発生(追加)。地域や組織の規模・業種を問わず、サイバ

ー攻撃の脅威は急速に増大しており、今後も更に拡大すると考えられ

る。 

(同左) 

重点的に取り組む必要性 

 近年(追加)サイバー攻撃は高度化、巧妙化しながら増加を続けてお

り、特に業務停止や情報漏洩などに繋がるランサムウェア攻撃では引

き続き多くの被害が発生している。  

 金融機関は一般企業に比べ、より厳格な情報管理と地域社会のインフ

ラとして安定的なサービス提供を行うことが求められている。サイバ

ー攻撃による顧客情報の漏えいや業務継続が困難となる事態が発生し

た場合には、業態としての信頼を大きく毀損する恐れがあることを認

識し、サイバー攻撃に対して備える必要がある。  

 

 (同左) 

 (同左)そのうえで、金融庁ガイドラインを踏まえたリスクベース・ア

プローチを実践するために、自組織の実態把握を行い、発見された課

題の重要性に応じて自組織のサイバーセキュリティ対策について(追

加)不断の見直し・強化を図っていくことが重要である。 

 

 

参考資料５～６ (同左) 

 

 

 

15



令和７年産 てん菜精算払いについて

年産
作付面積
（hａ）

正味重量
（t）

精算
対象重量
（ｔ）

支援対象比率

1.000

平均糖分
（％）

平均単価
（円/t）

概算金
R7.11.28
（円）

精算金
R8.2.27
（円）

合計金額
（円）

R７年産 50.70 3,655.65 3,655.65 14.9 12,705 35,040,762 11,403,823 46,444,585

【参考】
R６年産

60.37 4,780.18 4,780.18 16.3 14,658 49,136,852 20,928,666 70,065,518

精算日：令和８年２月２７日（金）
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令和６年産　うるち米精算払いについて

１．うるち加工用米 単位:円／俵　税込

２．酒造好適米 単位:円／俵　税込

精算日：令和８年３月６日（金）

合計品種

１等

品種
追加概算金

 7.9.5

精算金
8.3.6

9,000 200 795 9,995

きらら397

ななつぼし

彗星

きたしずく

等級

11,540

13,540

入庫時概算金
追加概算金

7.9.5

入庫時概算金次数 仕分等級

1等

低蛋白

低蛋白

18,862

精算金
8.3.6

6,022

6,022

3,536

3,536 18,376

18,376

18,862

合計

1等

3次共計契約内 低蛋白

3次 低蛋白第三区分

第二区分

共計契約外

区分

3次

3次共計契約外

共計契約内

内容

1,30011,540

13,540

第三区分

第二区分

1,300

1,300

1,300
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農業振興施策に対する要請について（回答） 

 

１．農業農村環境整備について 

これまで、国営・道営・団体営事業を活用し、農業生産基盤の整備、防災・減災、農村生活環境向

上等、多岐にわたる課題の解消に向けた取り組みとして、支援を継続しているところです。 

今後も、農村環境・農地保全の維持に向け、引き続き地域の方々との合意形成を図りながら、関係

機関と連携して国・道に対し要請してまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

また、市街地道路については、未改良道路を中心に整備を進めておりますが、国の交付金が要望通

りとならないことから計画どおりに進まない状況となっております。 

郊外地の主要道路については、老朽化による劣化や損傷が著しく、緊急性の高い路線から改修を進

めており、今後も継続してまいります。 

 

 

２．有害鳥獣駆除対策について 

 R7年度のエゾシカ捕獲数については、年度初めからの 2ヶ月余りで 407頭となり、年間捕獲のおお

よその目安である 450頭にせまる状況となったため、R8年度においては、春先の捕獲数を調整するこ

とで、年間をとおした捕獲活動となるよう、貴 JAとも協議のうえ対策を進めてまいります。 

アライグマ対策については、令和７年 12月 22日に防除従事者講習を行い、防除従事者として 28名

が追加されました。引き続き捕獲活動について進めてまいります。 

ヒグマ対策については、これまでも電気柵の設置を推進してきており、その設置方法等についても

生産者へ情報提供をしております。ヒグマによるスイートコーンの食害については、毎年確認してお

り、いずれも電気柵の不備もしくは、設置方法や設置後の管理が不十分な場所で発生しております。

今後もヒグマを寄せ付けない対策として、電気柵設置の普及・推進をはじめ、道に対し、人里近くで

の出没への広域的な対策等を引き続き要請するほか、万が一ヒグマが出没した際には、市と猟友会で

構成する名寄市ヒグマ駆除隊を中心に対策を進めてまいります。 

また、担い手対策については、若手ハンター育成を目的とした許可制捕獲、いわゆる「ヒグマ対策

技術者育成のための捕獲」を本市では平成２８年度から取り組んでおります。今後はより市街地に近

い場所での「人里出没抑制のための春期管理捕獲」を実施できるよう、関係機関と調整を進めるとと

もに、道に対しても、ハンターの育成対策等について継続して要請してまいります。 

有害鳥獣全般において、名寄市だけの取組では効果が限定されることから、他市町村を含めた広域

的な取組について、国・道と連携しながら進めてまいりたいと考えております。 
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３．農業担い手育成・労働力確保対策について 

 地域の農業を支える担い手育成、労働力確保対策については貴 JAとの協調により、農業後継者を中

心に新規参入者も含めた支援や女性農業者への支援を行っております。令和８年度は本市の第 2 次農

業・農村振興計画が最終年度を迎えることから、これまでの施策の検証に併せて、対象となる青年層

や女性農業者の意見などを踏まえ、貴 JA と連携を図りながら、国・道の補助制度の有効活用を含め

て、より効果的な支援策となるよう検討してまいります。 

農業後継者に対する配偶者確保の取組については、名寄市農業後継者対策協議会を中心に実施され

ており、今後も必要な支援を継続してまいります。 

 

 

４．農業用施設について 

 今回の風連 RC 施設のみならず、JA 所有の施設については、老朽化や収容力不足など、生産体制の

維持において課題となっているものと認識しております。 

 現在、市では令和 8 年度予算の調整を終えたところであり、非常に厳しい財政状況のもと、一般財

源ベースで 5 億円の削減目標を掲げ予算編成に取り組みましたが、物価高騰や人件費の高騰による委

託費の増などの影響から、基金を取り崩すなど厳しい予算編成となりました。その中でも、将来にわ

たり市民の皆さんの安全安心な暮らしを支えていけるよう、各種施策の検討を進めているところです。 

北海道における当該事業の嵩上げ措置については貴 JA の日頃からの丁寧な状況説明の賜物と存じ

ます。農業用施設の整備についてはこれまで同様、国や道の補助事業を活用しながら施設の維持・増

強について計画的に進められるよう、その時々の状況に応じ、活用可能な負担軽減策について協議し

てまいりたいと考えております。 

 

 

５．名寄市農業振興センターについて  

農業振興センターについては、本市農業の特色である多様な作物づくりを支えるため、栽培技術や

営農情報などを提供する拠点施設と位置付け、貴 JAと共同で運営しており、実証展示圃場における試

験栽培、土壌診断と施肥設計に基づく指導のほか、組織培養設備を活用した優良種苗の提供などに取

り組んでおります。 

 近年、一戸当たりの経営規模が拡大し、従来行っていた施設園芸を含めた営農体系から、麦・大豆

等の土地利用型作物の作付が増えている傾向にあります。 

それに伴い、振興センターに求められる役割も変化していると認識しております。現在、第 3 次農

業・農村振興計画の策定作業を行っておりますので、栽培技術や営農情報など、市内農業者の傾向に

合わせ、各生産部会などのニーズを把握の上、貴 JAや普及センターなどの関係機関と連携し、振興セ

ンターに求められる役割について整理してまいりたいと考えております。 
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１．令和８年度の監査環境

（１）会計監査人との連携

（２）内部統制システムの基本方針の設定・運用

（３）子会社の運営管理状況の注視

２．基本方針

　上記の環境を踏まえ、監事監査の基本方針を以下のように設定しました。

（１）内部統制システム整備にかかる決議の履行状況の確認とその有効性の評価

（２）重要リスクの認識、モニタリングにかかる理事との継続的意見交換の実施

（３）販売事業等ＪＡ自ら事業設計を行っている事業に係る業務フローの理解と統制の有効性の
評価

（４）内部監査との連携による会計記録における事務不備の発生状況の把握と改善のための取組み
の検証

　令和８年度当組合を取り巻く監査環境は、会計監査人監査制度が開始されてから８年目であ
り、特に会計監査人の厳正な評価に耐え得る内部統制の整備・運用が求められるものと認識し
ております。

令和8年3月10日

令和８年度 監事監査計画・基本方針

道北なよろ農業協同組合
監　　事　　会

　「内部統制システムの基本方針」の設定・運用を踏まえて、ＪＡグループにおける不祥事の
事例等を踏まえた本組合における重要リスクへの対応強化と内部統制システムの運用にかかる
説明責任が強化されるものと認識しております。

　令和８年３月１０日開催の監事会におきまして、令和８年度監事監査計画を審議した結果、下記
の通り決議いたしましたので報告いたします。
　今年度の監事監査は以下の監査計画に則り、実施していきたいと考えておりますので、理事各位
のご理解、ご協力をお願いいたします。

記

　委託業務開始から５年目を迎え、昨期の債務超過（累損の資本金超過）から改善され、今期
は計画以上の利益を上げ改善が進んでいます。今後は機械設備の更新も見込まれるため、収支
の均衡を保ちつつ、改善計画の実行に向けた進行状況を注視して参ります。
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３．監査計画の概要

（１）重要会議等への出席

（２）管理部門、リスク管理部門における組織・制度及び規程の監査

（３）重要な決裁書類の閲覧

[閲覧書類]
会議書類（理事会資料、委員会資料、計算書類）
決裁書類（稟議書、重要な契約書、寄付金・会費関係明細書等）

（４）各部署業務監査

（５）子会社からの報告聴取

４．重点監査項目

（１）内部統制システムのモニタリングに関し、理事会での重点リスクのモニタリングが形式的に
なっていないかどうか、リスクが高まった場合の対応は適切に行われているか監視・検証する。

（２）米をはじめとする販売事業に係る共同計算の業務について業務フローに従い適切な検証が
実施されているか、その内容が理事会等に適切に開示されているか監視・検証する。

（３）内部監査部門との緊密な連携により、内部統制のモニタリングにおいて長期にわたる聖域や
空白がないかを検証し該当部門があれば定期的な外部モニタリングを実施する。

（４）子会社を取り巻くリスクを認識し、重要なリスクへの対策等、管理状況をモニタリングする。

　理事会、事業別委員会等の重要会議に出席し、経営の意思決定について経営判断原則が機能
しているか、また、決議・報告等の運営が法令・定款及び理事会規則に基づいて適正になされ
ているかを監視・検証し、必要に応じ意見を述べる。

　管理部門、リスク管理部門における組織の機能及び制度の運用状況、規程類の整備状況を確
認し、その効率的な運用体制の確認・検証を行う。

　理事職務の執行状況を把握するため、重要書類を閲覧し、経営の意思決定過程が法令・定款
に違反していないかの確認及び検証を図る。

　理事の職務の執行状況を把握するため、各部署の内部統制システムの整備状況を確認すると
共に、各部署の業務活動が効率的、かつ適法・適正に行われているかを監視・検証する。

　当組合の内部統制システムにおいてリスクが顕在化した場合の影響の大きさから以下の課題
については、制度面及び運用面から体制状況を監視・検証するとともに、システムの有効性を
評価する。

　農協法第35条の５で準用する会社法第381条第3項の規定に基づき、子会社から経営状況・事
業状況等についての報告を受ける。
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５．監事の業務分担について

（１）   期中監査における業務分担

①

②

③

①

②

③

④

①

②

③

①

② 員外から得られる重要情報の提供を行う。
③ 各監事の監査の実施状況や結果を集約し、取りまとめを行う。
④

⑤ 実地調査（往査）財産の調査

内部監査の結果を踏まえて選択する重点部門の改善状況を検証
する。

五十嵐代表監事 理事の意思決定及び業務執行を法令・定款及び経営判断原則に
照らし、監視・検証する。

　監事は個々の監事の監査結果記録を踏まえ、監事監査報告書を作成することが義務付けられ
ている。
　こうした点を踏まえ、各監事の業務分担を協議した結果、「期中監査」と「期末監査」に分
け監事の業務分担を以下の通りとする。

監 査 担 当 部 署 信用・共済事業にかかる内部統制の整備・運用状況を監視・検
証する。金 融 共 済 部
内部監査の結果を踏まえて選択する重点部門の改善状況を検証
する。

監 査 担 当 部 署 購買事業にかかる内部統制の整備・運用状況を監視・検証す
る。購 買 部
会計監査人監査の内部統制評価を踏まえて選択する部門の運営
状況を検証する。

齋 藤 監 事 理事の意思決定及び業務執行を法令・定款及び経営判断原則に
照らし、監視・検証する。

永 井 監 事 理事の意思決定及び業務執行を法令・定款及び経営判断原則に
照らし、監視・検証する。

監 査 担 当 部 署 内部統制・リスク管理に関して管理部門、リスク管理部門の整
備・運用状況を監視・検証する。総 務 部
子会社の調査（組合内調査の実施、子会社等との取引の有無、
取引高、金銭債権債務等、計算書類の附属明細書や注記の記載
を要するものの把握）

松 崎 常 勤 監 事 理事の意思決定及び業務執行を法令・定款及び経営判断原則に
照らし、監視・検証する。（員外監事）

監 査 担 当 部 署
営 農 販 売 部 営農指導事業・販売事業にかかる内部統制の整備・運用状況を

監視・検証する
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（２）期末監査における業務分担

①

② 監査報告書の作成は、常勤監事がとりまとめ、各監事との合議に基づき作成する。

６．監査実施個別計画書

別紙「令和８年度　監事監査活動　年間スケジュール」参照

以　上

計算書類等及び事業報告監査については監事会であらかじめ定めた期末監査分担に従い各
監事が監査を実施し、各監事の監査結果を取りまとめる。
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【令和８年度 監事監査活動  年間スケジュール 】

Ⅰ. 監事会の開催･監事の協議 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

総代会終了後の監事会 総代会出席調書 ☆ 四半期監査総評 ★ ★

四半期監査総評 ★

Ⅱ. 監事監査活動報告・意見交換、 ☆

翌年度監査計画の検討 年間監事監査実施状況等 ☆

・常勤理事との定期的会合 会計監査人に係る意見交換

年度決算見通し等　

【必要な事項が発生した場合には、随時意見交換・報告等を実施する】

Ⅲ. 監査の方法

１．重要会議への出席 総代会・理事会

①理事会 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

【その他、役員協議会等】

常 ②総務委員会・経済委員会等 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

③子会社（理事会報告確認）

２．業務報告聴取

① 期末関係 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

四半期概況 四半期概況 期末見込 四半期概況 期末見込 期末見込 事業報告・計算書類

② 通常総代会関連 ☆ ☆

基本方針 総代会議案

③ 法令順守

④ 年度計画 ☆

推実・年度計画

⑤ その他業務報告聴取 ☆ ☆

中間報告 各部門期末報告

３．重要書類の閲覧調査

常 【組合長が閲覧する決裁文書について、常勤監事が閲覧する（内部監査室と共有）】

常 【常勤監事が子会社からの報告書を閲覧する。（内部監査室と共有）】

４．往査・定期的監査

① 実地調査

常 　財産（現金）の調査 【拠点現金：現金棚卸・無通告現金（内部監査室と合同で実施）】

　財産（固定資産）の調査（随時）

　棚卸立会等による実在性確認 ☆（５月末購買課） ☆（６月末燃料課） ☆（8月末販売品） ☆（10月末購買課） ☆（11月末購買部） ☆（期末）

　子会社の調査 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

② 定期監査・期末監査 財務報告 財務報告 現地調査 期末監査 常

　期中監査 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

　期末監査 四半期監査 四半期監査 資産査定 四半期監査 四半期監査（営農ｾﾝﾀｰ） 自己査定  ☆（期末監査）

５.会計監査人との連携 ☆ ☆ ☆ ☆

定例報告 定例報告 実査立会 期末報告

６.内部監査部門との連携 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

定例報告 定例報告 定例報告 子会社 自己査定監査 期末監査 子会社

定例報告

(理事会付議案件、その他個別重要案

件については、随時報告聴取）

２月

① 組合長・担当理事決裁書

利益相反（役員取引等監査）

１月９月 １０月 １１月 １２月

期末監査準備 四半期監査総評

自己査定監査協議

期末棚卸実査検証
会計監査人の選任

会計監査人の報酬

② 子会社関連（総務）文書

令和8年3月10日

項　　　　　　　目 ４月 ５月 ６月 ３月

（☆：月末定例、★：臨時）

・理事会議案等の監査及び議案に関する監事会

の意見についての審議

・各監事の期中監査実施状況及び監査予定の報

告

期末監査報告

監査計画

会計監査人相当性

総代会前の監事会

８月７月

・監事監査実施状況とその結果についての

　理事への説明

・理事に対する助言、勧告

（☆：月末定例、★：臨時）
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【 　令和８年度 監事監査活動  年間スケジュール 　】　（副表） 

項目 実施(予定）日 実施日数 監査基準日 監査等内容 監査実施部門 備考詳細等

監事会 毎月月末
理事会議案等の監査及び議案に

関する監事会等

4月14日（火） 1日間 総代会後の監事会 監事の報酬等の協議

12月18日（金） 1日間 会計監査人選任 期末監査準備等

3月10日（水） 1日間 期末監査報告 監査計画含む

定例監査 6月18日（木） 1日間 4月末 第１四半期監査 全部署

8月20日（木） 1日間 7月末 第２四半期監査 全部署

11月17日（火）～19日（木） 3日間 10月末 第３四半期監査 営農センターを除く全部署

12月9日（水）～10日（木） 2日間 11月末 第３四半期監査 営農センター

2月22日（月）・24日（水）～26日（金） 4日間 1月末 期末監査 全部署

通常監査 11月2日（月） 1日間 資産査定監査 金融課・審査課 時点査定が必要な事案発生時

2月18日（木）～19日（金） 2日間 1月末 自己査定監査 金融課・審査課 会計監査と理事会前

棚卸実査 6月1日（月） 1日間 5月末 期中棚卸実査 購買部購買課 肥料・飼料・生活

7月1日（水） 1日間 6月末 期中棚卸実査 購買部燃料課 全分類　

8月31日（月） 1日間 8月末 期中棚卸実査 営農販売部農産課 販売品

11月2日（月） 1日間 10月末 期中棚卸実査 購買部購買課 農薬・温材・種子

12月1日（火） 1日間 11月末 期中棚卸実査 購買部購買課・農機車輛課 ﾒｶﾆｯｸ・包装・その他

1月29日（金）・31日（日） 2日間 1月末 決算期末棚卸実査

子会社の調査 12月11日（金） 1日間 訪問実地調査 らくみらんど

実地調査 固定資産現物確認

（往査） （必要と認めたときに実施）

定例監査後　等 　随時

会計監査人選任 　監事会審査後

研修会等 6月上旬 1日間 上川地区農協監事協議会総会および夏期研修会 上川ビル

10月中旬 １日間 北海道地区常勤監事監査研究会 北農ビル

未定（昨年：11月中旬） 未定 上川地区農協監事視察研修（道外） 視察先：未定

2月上旬 1日間 上川地区農協監事冬期研修会 上川ビル

常勤理事との

定期的会合
不定期 - -

その他の事案が発生した場合には研修を実施

未定 1日間 財産の調査 総務部総務課

25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



出資金持分譲渡の申出について 

 

 

① 譲渡申出者   奥山 尚和（名寄市字智恵文１０線北１２番地） 

持分口数   8,420 口（ 4,210,000 円） 

譲渡口数        400 口（  200,000 円） 

譲渡後口数  8,020 口（ 4,010,000 円） 

譲受者    橋本 学 （名寄市字智恵文１１線北３番地 

若草団地２４号） 

譲受後口数    801 口（  400,500 円） 
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役員賠償責任保険契約の締結について 

 

 

共栄火災海上保険（株）と、役員賠償責任保険契約を以下のとおり締結いたしたい。 

 

１．補償内容   役員に対して、組合員代表訴訟等の損害賠償請求がされた場合に、役員

が負担することになる法律上の損害賠償金や争訟費用の損害等を補填

するものです。 

 

２．契約期間   令和８年４月１日～令和９年４月１日 

 

３．被保険者   当組合の理事・監事（子会社役員も含む） 

 

４．保険料    ４６０,０００円／年 

 

５．支払限度額  １億円 
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令和８年度経営定期点検実施計画書 
 

 

本所を含む支所・支店等について経営定期点検実施要領に基づき実施計画を以

下のとおり策定いたします。 

    

記 

 

   １．経営定期点検実施計画 

基準日 実施月 
実施頻度 

月次項目 四半期項目 半期項目 年次項目 

２月末基準 ３月 金融・共済    

３月末基準 ４月 金融・共済    

４月末基準 ５月 金融・共済 全部門   

５月末基準 ６月 金融・共済    

６月末基準 ７月 金融・共済    

７月末基準 ８月 金融・共済 全部門 全部門  

８月末基準 ９月 金融・共済    

９月末基準 １０月 金融・共済    

１０月末基準 １１月 金融・共済 全部門   

１１月末基準 １２月 金融・共済    

１２月末基準 １月 金融・共済    

１月末基準 ２月 金融・共済 全部門 全部門 全部門 

 

   ２．経営定期点検実施体制 

      取りまとめ責任者  総務部長 

      実施責任者     各部門 部長 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１ 
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(単位:千円）

当初計画
有・無

1 総務 営農C事務所 無 4月 7,200 7,200 13 建物

2 総務 本支所 無 4月 19,500 19,500 10 器具備品

3 総務 営農C 有 9月 1,976 1,317 659 7 機械装置

4 総務 営農C 有 9月 3,150 2,100 1,050 7 機械装置

5 総務 営農C 有 9月 4,696 3,130 1,566 7 機械装置

6 総務 営農C 有 9月 18,550 12,367 6,183 7 機械装置

7 総務 営農C 有 9月 29,730 19,820 9,910 7 機械装置

8 農産 風連RC 無 4月 5,500 5,500 10 構築物

9 農産 風連名寄智恵文倉庫 無 8月 8,540 8,540 15 建物

10 青果 大根集出荷 有 7月 4,353 4,353 34 建物

11 青果 馬鈴薯選果場 無 8月 1,434 1,434 7 機械装置

12 購買 本所１１号 無 7月 1,500 1,500 12 建物

13 購買 本所１１号事務所 無 7月 100 100 17 建物

14 購買 本所１４号 無 7月 1,900 1,900 14 建物

15 購買 本所１８号 無 7月 1,700 1,700 31 建物

16 購買 智恵文４号５号肥料倉庫農薬庫 無 6月 1,445 1,445 15 建物

17 燃料 風連給油所 無 4月 8,000 8,000 15 機械装置

119,274 38,734 80,540

資材倉庫屋根塗装

ハーフソイラー

蛍光灯製造終了

資材倉庫屋根塗装

防衛事業

資材倉庫屋根塗装

資材倉庫屋根塗装

ロータリー　２台

SF二重殻タンク外殻FRP剥離による水漏れ

自脱コンバイン 防衛事業

クローラトラクター　２台

資材倉庫照明LED化

SF二重殻タンク外殻FRP補修工事

更新（H23年度導入）故障続発

雨漏り修繕含む

敷地内造成整備

防衛事業

更新（H22～28年度導入）部品無

蛍光灯製造終了

防衛事業

防衛事業

営農C事務所冷暖房設備

馬鈴薯パレタイザー

屋根塗装（カノコソウ施設）

本支所ビジネス電話

ドローン

令和８年度　固定資産取得計画書

輸送体系改善の為

ＮＯ 自己資金場所 取得価格 摘　　要取 得 物 件 種別部署
取得
月

補助金
償却
年数

天井照明LED化

アスファルト舗装
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(単位:千円）

当初計画

有・無 年数

1 2 総務 営農センター 無 4月 3,400 3,900 7 ホクレン商事

2 1 総務 本支所 無 4月 1,060 1,200 5 ホクレン商事（R７未導入）

3 2 金融 本所・名寄支所 有 3月 5,516 6,074 5 ホクレン商事

4 8 共済 本支所 無 10月 1,300 1,000 6 ＪＡ三井リース㈱ 1/2助成+保守料

5 1 共済 本支所 無 10月 220 160 6 ＪＡ三井リース㈱ 1/2助成+保守料

6 9 共済 本支所 無 10月 3,100 2,100 6 ＪＡ三井リース㈱ 1/2助成+保守料

7 3 共済 本支所 無 10月 100 600 6 ＪＡ三井リース㈱ 1/2助成+保守料

8 4 共済 本支所 無 10月 170 256 6 ＪＡ三井リース㈱ 1/2助成+保守料

9 1 農産 名寄倉庫 無 8月 5,300 6,700 10 見積合わせ

10 1 農産 風連施設・倉庫等 無 8月 14,490 17,250 10 見積合わせ

11 1 青果 青果全域 無 7月 4,840 5,522 7 ホクレン商事

12 1 青果 アスパラ施設 有 5月 7,550 8,769 7 ホクレン商事

13 1 青果 アスパラ施設 無 5月 5,560 6,500 7 ホクレン商事

14 1 青果 青果全域 無 8月 18,150 20,610 7 ホクレン商事

15 フォークリフト用ＡＩカメラ（１４台） 1 青果 青果全域 無 5月 8,720 10,137 7 ホクレン商事

16 1 購買 本所 無 2月 920 1,200 5 ホクレン商事

17 1 購買 本所 無 6月 5,500 7,200 7 ホクレン商事

18 2 燃料 名寄給油所 無 4月 2,900 3,181 5 ホクレン商事

19 4 燃料 智恵文給油所 無 4月 440 557 9 ホクレン商事

20 3 燃料 ３給油所 無 4月 1,827 1,937 5 ホクレン商事

21 2 農機車輛 風連メカ 有 7月 3,531 3,889 5 ホクレン商事

22 1 農機車輛 風連メカ 有 7月 2,286 2,543 5 ホクレン商事

96,880 111,285計

フォークリフトAIカメラ

公用車（ライトバン 中古）

アスパラ結束機一式（３台）

1．5ｔ　トラック

アスパラ引出しＣＶ・ＩＮＶ

共済端末（ノート型）

レーザープリンタ

フォークリフト

共済端末（デスクトップ型）

令和８年度　リース資産取得計画書

Ｎｏ 取 得 物 件 取得価格 リース総額場所 リース先数量 部署

Wi-Fi無線LAN設備

ATM（現金自動預け払い機）　

取得月

フォークリフトＡＩカメラ装置

野菜コンテナ(３００基)

３．５ｔフォークリフト

スキャナー

タブレット端末

スプレー洗車機

給油所ピロティーLED照明器具

QRリーダー関連機器

門型二柱リフト

農機車輛課公用車
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1 010267-00 総務 営農C 営農C附属冷暖房設備一式 1 H23.12.15 4,334,610 4,114,255 220,355 更新（故障続発）

2 050207-00 総務 本所 ビジネス電話 1 H22.5.6 5,100,000 5,299,999 1 更新（部品無）

3 050220-00 総務 営農C ビジネス電話 1 H26.6.13 489,000 488,999 1 更新（部品無）

4 050231-00 総務 風連給油所 ビジネス電話 1 H28.7.19 478,210 478,209 1 更新（部品無）

5 050221-00 総務 風連メカニック ビジネス電話 1 H26.6.16 340,000 339,999 1 更新（部品無）

6 010188-00 総務 智恵文支所 住宅１０号 1 S54.7.30 13,031,200 13,031,199 1 競売

7 010190-00 総務 智恵文支所 住宅１１号 1 S56.12.10 15,883,000 15,882,999 1 競売

8 060170-00 農産 本所 ＲＣ色彩選別機 1 H21.11.1 34,090,000 34,089,999 1 RC工事に伴う処分

9 060227-00 総務 営農C 自脱コンバイン（防衛施設事業） 3 H30.8.29 13,400,000 13,999,999 1 防衛事業

10 040016-00 購買 本所 トヨエーストラック 1 H13.7.31 1,930,000 1,929,999 1

11 040014-00 燃料 風連給油所 給油所三菱キャンター 1 H7.3.31 2,550,000 2,549,999 1

12 010220-00 燃料 智恵文支所 スタンド事務所兼販売所 1 H13.10.1 2,777,810 2,777,809 1

防火塀撤去・構内通路
改修工事（一部改修
含）１３，３５０千円
※除却はしない

94,403,830 94,983,464 220,366

帳　簿　残数量場所 取得価額 備考

更新（購買・燃料
と併せて１台）

取得年月日部署

計

令和８年度　固定資産処分計画書

(単位:円）

NO 資産コード 資　　　産　　　名 償却累計額
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(単位:千円）

当初計画

有・無

1 共済 本支所 無 10月 4,890 2,410 2,480 6

2 農産 風連20号 無 9月 1,300 1,300 15

3 農産 名寄3号 無 9月 2,900 2,900 15

4

5

6

7

8

9

9,090 2,410 6,680

令和８年度　長期前払費用

ＮＯ 取 得 物 件 場所 取得価格 補助金 自己資金 償却年数 取 得 事 由取得月

共済端末一式 全共連より共済端末更新助成（リース計画分）

天井照明LED化 水銀灯製造終了

天井照明LED化 水銀灯製造終了

部署

計
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( 単位：千円 )

氏　　　名 貸 越 極 度 額

村　上　　　清

（ 久　保　隆　文 ）
16,000

小　川　和　則 0

中　村　静　男 0

東　野　秀　樹

（(有） 東  野  農  園 ）
25,000

山　崎　一　浩

（ (同)山崎ファーム)
10,000

中　村　耕　司

（ (株) アースト）
14,000

小　泉　博　志 10,000

宗　万　利　行 2,000

（宗　万　恵　一） 0

鷲　見　悦　朗 8,000

大久保　裕　司 0

山　家　智　彦 5,000

北　野　裕　介 18,000

松　本　和　俊 1,000

中　野　清　隆 9,000

令和８年度　理事の貸越極度額明細

組合と理事との契約（貸付）について
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借入資金残高 118,457 協会保証 111,019

農地根抵当 21,000

計 118,457 計 132,019
①保全余剰

②組勘極度額 44,000 ①-②

借入資金残高 99,392 協会保証 97,302

農地根抵当 59,561

計 99,392 計 156,863
①保全余剰

②組勘極度額 33,000 ①-② 24,471

下記契約について協議願います。

1.貸出先名

資　　金　　名

証　 書 　貸 　付 40,744
クミカン貸越極度額 44,000

2

２.貸出資金名 ( 単位：千円 )
資　　金　　名 令和７年度（参考） 令和８年度

債 　務 　保 　証

▲ 30,438

３.本件対応後の与信残高 ( 単位：千円 )
手 　形　 貸 　付

13,562

合　　　　　 　計 84,744

合同会社　日根野　（個人 日根野 星太）氏　名

３.保全状況 ( 単位：千円 )

２.貸出資金名 ( 単位：千円 )

下記契約について協議願います。

1.貸出先名

与信残高４千万円超への貸付について(組勘貸越極度）

1

株式会社　Ｒｏｏｔｉｘ８（個人 筒井 聖紀）

令和７年度（参考） 令和８年度

氏　名

３.本件対応後の与信残高 ( 単位：千円 )

57,471

手 　形　 貸 　付
証　 書 　貸 　付 22,806
クミカン貸越極度額 33,000
債 　務 　保 　証
合　　　　　 　計 55,806

３.保全状況 ( 単位：千円 )

組勘貸越極度額（法人）

　　　〃　　　（個人）
30,000 40,000
14,000 4,000
44,000 44,000合　　　　　計

組勘貸越極度額（法人） 20,000 33,000
　　　〃　　　（個人） 13,000 ―

合　　　　　計 33,000 33,000
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借入資金残高 137,049 協会保証 131,845

計 137,049 計 131,845
①保全余剰

②組勘極度額 30,000 ①-②

借入資金残高 41,124 協会保証 30,451

農地根抵当 16,429

計 41,124 計 46,880
①保全余剰

②組勘極度額 25,000 ①-②

手 　形　 貸 　付

債 　務 　保 　証

3

証　 書 　貸 　付 44,757

３.本件対応後の与信残高 ( 単位：千円 )

▲ 5,204

与信残高４千万円超への貸付について(組勘貸越極度）

4

▲ 35,204

３.保全状況

令和７年度（参考） 令和８年度

合同会社Ｓａｉ’Ｓ　Ｕｎｉｏｎ

クミカン貸越極度額

組勘貸越極度額 22,000 25,000

３.保全状況

クミカン貸越極度額

３.本件対応後の与信残高 ( 単位：千円 )

手 　形　 貸 　付
証　 書 　貸 　付

( 単位：千円 )

２.貸出資金名 ( 単位：千円 )
資　　金　　名

下記契約について協議願います。

1.貸出先名

氏　名

下記契約について協議願います。

1.貸出先名

氏　名 泊り　輝幸

２.貸出資金名 ( 単位：千円 )
資　　金　　名 令和７年度（参考） 令和８年度

25,000
債 　務 　保 　証
合　　　　　 　計 46,170

( 単位：千円 )

5,756
▲ 19,244

組勘貸越極度額 30,000 30,000

21,170

合　　　　　 　計

30,000

74,757
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借入資金残高 169,589 協会保証 169,589

農地根抵当 9,688

計 169,589 計 179,277
①保全余剰

②組勘極度額 40,000 ①-②

借入資金残高 79,880 協会保証 79,880

農地根抵当 21,989

計 79,880 計 101,869
①保全余剰

②組勘極度額 30,000 ①-②

77,731

( 単位：千円 )

下記契約について協議願います。

1.貸出先名

手 　形　 貸 　付
証　 書 　貸 　付
クミカン貸越極度額 40,000

37,731

３.保全状況

合　　　　　 　計 53,964

30,000
債 　務 　保 　証

9,688

合　　　　　 　計

10,000 40,000

氏　名

２.貸出資金名 ( 単位：千円 )
資　　金　　名

▲ 30,312

３.本件対応後の与信残高 ( 単位：千円 )

株式会社　田代

債 　務 　保 　証

令和７年度（参考） 令和８年度

組勘貸越極度額

21,989

令和７年度（参考） 令和８年度

組勘貸越極度額

３.保全状況 ( 単位：千円 )

30,000 30,000

２.貸出資金名 ( 単位：千円 )
資　　金　　名

5

6

証　 書 　貸 　付 23,964
クミカン貸越極度額

▲ 8,011

３.本件対応後の与信残高 ( 単位：千円 )

手 　形　 貸 　付

神田　勇一郎

下記契約について協議願います。

1.貸出先名

氏　名

与信残高４千万円超への貸付について(組勘貸越極度）
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借入資金残高 191,411 協会保証 185,524

農地根抵当 82,945

計 191,411 計 268,469
①保全余剰

②組勘極度額 30,000 ①-②

借入資金残高 83,819 協会保証 74,169

農地根抵当 26,843

計 83,819 計 101,012
①保全余剰

②組勘極度額 35,000 ①-②

与信残高４千万円超への貸付について(組勘貸越極度）

３.保全状況 ( 単位：千円 )

77,058

91,544合　　　　　 　計

３.本件対応後の与信残高
手 　形　 貸 　付

47,058

令和８年度

10,000 30,000

２.貸出資金名 ( 単位：千円 )
資　　金　　名 令和７年度（参考）

クミカン貸越極度額
債 　務 　保 　証

証　 書 　貸 　付

( 単位：千円 )

61,544
30,000

下記契約について協議願います。

1.貸出先名

氏　名 株式会社　よねざわ農園

8

7

２.貸出資金名 ( 単位：千円 )
資　　金　　名 令和７年度（参考） 令和８年度

下記契約について協議願います。

1.貸出先名

氏　名 株式会社　人情ファーム

▲ 17,807

３.本件対応後の与信残高 ( 単位：千円 )

手 　形　 貸 　付

３.保全状況 ( 単位：千円 )

組勘貸越極度額 6,000 35,000

17,193

合　　　　　 　計 69,301

証　 書 　貸 　付 34,301
クミカン貸越極度額 35,000
債 　務 　保 　証

組勘貸越極度額
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借入資金残高 93,980 協会保証 83,100

農地根抵当 25,385

計 93,980 計 108,485
①保全余剰

②組勘極度額 10,000 ①-②

借入資金残高 33,754 協会保証 7,490

農地根抵当 65,960

計 33,754 計 73,450
①保全余剰

②組勘極度額 28,000 ①-②

下記契約について協議願います。

1.貸出先名

9

与信残高４千万円超への貸付について(組勘貸越極度）

10

３.保全状況 ( 単位：千円 )

組勘貸越極度額 28,000 28,000

39,696

２.貸出資金名 ( 単位：千円 )
資　　金　　名 令和７年度（参考）

氏　名

２.貸出資金名 ( 単位：千円 )
資　　金　　名 令和７年度（参考）

下記契約について協議願います。

1.貸出先名

証　 書 　貸 　付 28,511
クミカン貸越極度額 28,000
債 　務 　保 　証

11,696

３.本件対応後の与信残高 ( 単位：千円 )

手 　形　 貸 　付

令和８年度

合　　　　　 　計 56,511

株式会社　ＡＳＮＡＲＯ

令和８年度

氏　名 朝日　農場

３.保全状況 ( 単位：千円 )

4,505

３.本件対応後の与信残高 ( 単位：千円 )

組勘貸越極度額 10,000 10,000

14,505

債 　務 　保 　証
合　　　　　 　計 45,810

手 　形　 貸 　付
証　 書 　貸 　付 35,810
クミカン貸越極度額 10,000
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借入資金残高 29,618 協会保証 29,618

農地根抵当 30,000

計 29,618 計 59,618
①保全余剰

②組勘極度額 75,000 ①-②

借入資金残高 1,120 協会保証 0

農地根抵当 39,857

計 1,120 計 39,857
①保全余剰

②組勘極度額 40,000 ①-②

75,000 75,000

30,000

３.保全状況 ( 単位：千円 )

▲ 45,000

３.本件対応後の与信残高 ( 単位：千円 )

組勘貸越極度額

氏　名

２.貸出資金名 ( 単位：千円 )
資　　金　　名 令和７年度（参考） 令和８年度

有）デリバリ－フィ－ドセンタ－名寄

11 下記契約について協議願います。

1.貸出先名

与信残高４千万円超への貸付について(組勘貸越極度）

債 　務 　保 　証
合　　　　　 　計 83,885

手 　形　 貸 　付
証　 書 　貸 　付 8,885
クミカン貸越極度額 75,000

12

組勘貸越極度額 40,000 40,000

３.保全状況 ( 単位：千円 )

下記契約について協議願います。

1.貸出先名

氏　名 有限会社　鈴木牧場

２.貸出資金名 ( 単位：千円 )
資　　金　　名 令和７年度（参考） 令和８年度

38,737
▲ 1,263

３.本件対応後の与信残高 ( 単位：千円 )

手 　形　 貸 　付
証　 書 　貸 　付 1,120
クミカン貸越極度額 40,000
債 　務 　保 　証
合　　　　　 　計 41,120
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借入資金残高 32,942 協会保証 25,270

農地根抵当 18,000

計 32,942 計 43,270
①保全余剰

②組勘極度額 26,000 ①-②

借入資金残高 129,272 協会保証 129,272

農地根抵当 27,473

計 129,272 計 156,745
①保全余剰

②組勘極度額 20,000 ①-②

13

与信残高４千万円超への貸付について(組勘貸越極度）

３.本件対応後の与信残高 ( 単位：千円 )

手 　形　 貸 　付

３.保全状況 ( 単位：千円 )

10,328
▲ 15,672

２.貸出資金名 ( 単位：千円 )
資　　金　　名 令和７年度（参考） 令和８年度

下記契約について協議願います。

1.貸出先名

氏　名 ノースクロップ株式会社（個人 水間　健詞）

14
1.貸出先名

証　 書 　貸 　付 15,253
クミカン貸越極度額 26,000
債 　務 　保 　証
合　　　　　 　計 41,253

令和７年度（参考） 令和８年度

株式会社　清水農場

資　　金　　名

氏　名

２.貸出資金名

下記契約について協議願います。

( 単位：千円 )

債 　務 　保 　証
合　　　　　 　計 40,071

手 　形　 貸 　付
証　 書 　貸 　付 20,071
クミカン貸越極度額 20,000

３.保全状況 ( 単位：千円 )

7,473

３.本件対応後の与信残高 ( 単位：千円 )

組勘貸越極度額 20,000 20,000

27,473

組勘貸越極度額（法人） ― 26,000
　　　〃　　　（個人） 26,000 0

合　　　　　計 26,000 26,000
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借入資金残高 44,006 協会保証 34,682

計 44,006 計 34,682
①保全余剰

②組勘極度額 30,000 ①-②

借入資金残高 58,183 協会保証 58,183
共済根質 7,338
農地根抵当 36,613

計 58,183 計 102,134
①保全余剰

②組勘極度額 30,000 ①-②

15 下記契約について協議願います。

1.貸出先名

氏　名 株式会社　虹色ファーム

与信残高４千万円超への貸付について(組勘貸越極度）

16

氏　名

２.貸出資金名 ( 単位：千円 )
資　　金　　名 令和７年度（参考） 令和８年度

合　　　　　 　計 49,729

有限会社　ファミリーファーム夏井

▲ 39,324

３.本件対応後の与信残高 ( 単位：千円 )

手 　形　 貸 　付

３.保全状況 ( 単位：千円 )

組勘貸越極度額 30,000 30,000

▲ 9,324

２.貸出資金名 ( 単位：千円 )

下記契約について協議願います。

1.貸出先名

証　 書 　貸 　付 19,729
クミカン貸越極度額 30,000
債 　務 　保 　証

資　　金　　名 令和７年度（参考） 令和８年度

13,951

３.本件対応後の与信残高 ( 単位：千円 )

組勘貸越極度額 22,000 30,000

43,951

債 　務 　保 　証

３.保全状況 ( 単位：千円 )

合　　　　　 　計 47,298

手 　形　 貸 　付
証　 書 　貸 　付 17,298
クミカン貸越極度額 30,000
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1.

２.

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

３.

（単位：千円）

借入資金残高 34,315 協会保証 30,451

手 形 貸 付 0

証 書 貸 付 21,170

②組勘極度額 25,000 ①-② △ 19,244

保 証 北海道農業信用基金協会

農地根抵当 16,429

本 件 対 応 後の 与信 残高 （単位：千円）

今回借入金 6,809

（９）

（金利 固定型）

資 金 使 途

下記契約について協議願います。

貸 出 先 名

氏 名

自家用車

泊り　輝幸

５回

なし担 保

貸 出 額 （ 円 ） 6,808,940

貸 付 利 率 基準金利　１．７５％

貸 付 年 月 日 令和 　８年 ４月 ３日

貸 出 条 件

資 金 名 自動車ローン

償 還 期 限 令和 １２年 １１月 ３０日

貸 出 方 法 証書貸付

計 41,124  計 46,880

①保全余剰 5,756

ク ミ カ ン 貸 越 極 度 額 25,000

債 務 保 証 0

合 計 46,170

与信残高４千万円超への貸付について
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1.

２.

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

３.

合 計 53,964

本 件 対 応 後の 与信 残高 （単位：千円）

手 形 貸 付 0

証 書 貸 付 23,964

ク ミ カ ン 貸 越 極 度 額 30,000

債 務 保 証 0

①保全余剰 21,989

②組勘極度額 30,000 ①-② △ 8,011

（９） 保 証 北海道農業信用基金協会

農地根抵当 21,989

計 79,880  計 101,869

54,880 協会保証 79,880

今回借入金 25,000

貸 付 年 月 日 令和 　８年 ３月 ３１日

償 還 期 限 令和 ３２年 １１月 ３０日 ２５回

貸 出 方 法 証書貸付

担 保

（単位：千円）

借入資金残高

資 金 名 ＪＡ農業経営ステップアップローン （金利 固定型）

資 金 使 途 農地取得

貸 出 額 （ 円 ） 25,000,000

貸 付 利 率 基準金利　１．２０％

与信残高４千万円超への貸付について

なし

下記契約について協議願います。

貸 出 先 名

氏 名 神田　勇一郎

貸 出 条 件
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1.

２.

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

３.

保 証 北海道農業信用基金協会

証 書 貸 付 15,253

ク ミ カ ン 貸 越 極 度 額 26,000

債 務 保 証 0

計 32,942  計 43,270

0 0

農地根抵当

①保全余剰 10,328

②組勘極度額 26,000 ①-② △ 15,672

合 計 41,253

本 件 対 応 後の 与信 残高 （単位：千円）

手 形 貸 付 0

（９）

18,000

借入資金残高 27,492 協会保証 25,270

今回借入金 5,450

３０日

貸 出 方 法 証書貸付

担 保

（単位：千円）

償 還 期 限 令和 １４年 １１月 ７回

なし

貸 付 利 率 基準金利　２．００％

貸 付 年 月 日 令和 　８年 ３月 ３１日

貸 出 条 件

資 金 名 ＪＡフルスペックローン （金利 固定型）

貸 出 額 （ 円 ） 5,450,000

資 金 使 途 ディスクハロー

ノースクロップ株式会社 　（代表 水間 健詞）

下記契約について協議願います。

貸 出 先 名

氏 名

与信残高４千万円超への貸付について

61



1.

２.

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

３.

（９） 保 証 北海道農業信用基金協会

本 件 対 応 後の 与信 残高 （単位：千円）

手 形 貸 付 0

証 書 貸 付 17,212

②組勘極度額 30,000 ①-② 13,951

ク ミ カ ン 貸 越 極 度 額 30,000

債 務 保 証 0

合 計 47,212

計 57,896  計 101,847

①保全余剰 43,951

今回借入金 1,435 共済根質 7,338

農地根抵当 36,613

１０回

貸 出 方 法 証書貸付

担 保

（単位：千円）

借入資金残高 56,461 協会保証 57,896

なし

貸 付 利 率 基準金利　０．００％

貸 付 年 月 日 令和 　８年 ３月 ２７日

償 還 期 限 令和 １７年 １１月 ３０日

氏 名 有限会社　ファミリーファーム夏井　（代表　夏井明弘）

貸 出 条 件

資 金 名 担い手育成農地集積資金 （金利 固定型）

資 金 使 途 農地整備

貸 出 額 （ 円 ） 1,435,000

与信残高４千万円超への貸付について

下記契約について協議願います。

貸 出 先 名
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1.

２.

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

３.

ク ミ カ ン 貸 越 極 度 額 30,000

債 務 保 証 0

合 計 47,298

（９） 保 証 北海道農業信用基金協会

本 件 対 応 後の 与信 残高 （単位：千円）

手 形 貸 付 0

証 書 貸 付 17,298

計 58,183  計 102,134

①保全余剰 43,951

②組勘極度額 30,000 ①-② 13,951

農地根抵当 36,613

（単位：千円）

借入資金残高 57,896 協会保証 58,183

今回借入金 287 共済根質 7,338

償 還 期 限 令和 １７年 １１月 ３０日

貸 出 方 法 証書貸付

担 保

資 金 使 途

貸 出 額 （ 円 ） 287,000

貸 付 利 率 基準金利　２．８５％

貸 付 年 月 日 令和 　８年 ３月 ２７日

農地整備

１０回

なし

下記契約について協議願います。

貸 出 先 名

氏 名 有限会社　ファミリーファーム夏井　（代表　夏井明弘）

貸 出 条 件

資 金 名 農業基盤整備資金 （金利 固定型）

与信残高４千万円超への貸付について
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1.

２.

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

３.

ク ミ カ ン 貸 越 極 度 額 30,000

債 務 保 証 0

合 計 49,519

（９） 保 証 北海道農業信用基金協会

本 件 対 応 後の 与信 残高 （単位：千円）

手 形 貸 付 0

証 書 貸 付 19,519

計 43,306  計 33,982

①保全余剰 △ 9,324

②組勘極度額 30,000 ①-② △ 39,324

農地根抵当 0

担 保

（単位：千円）

借入資金残高 39,806 協会保証 33,982

今回借入金 3,500

なし

貸 付 年 月 日 令和 　８年 ３月 ２７日

償 還 期 限 令和 １７年 １１月 ３０日

貸 出 方 法 証書貸付

氏 名 株式会社　虹色ファーム　（代表　伊東　浩次）

貸 出 条 件

資 金 名

資 金 使 途

貸 出 額 （ 円 ） 3,500,000

農地整備

貸 付 利 率 基準金利　０．００％

（金利 固定型）担い手育成農地集積資金

与信残高４千万円超への貸付について

下記契約について協議願います。

貸 出 先 名

１０回
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1.

２.

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

３.

氏 名 株式会社　虹色ファーム　（代表　伊東　浩次）

貸 出 条 件

資 金 名 農業基盤整備資金 （金利 固定型）

資 金 使 途 農地整備

貸 出 額 （ 円 ） 700,000

貸 付 利 率 基準金利　２．８５％

貸 付 年 月 日 令和 　８年 ３月

与信残高４千万円超への貸付について

下記契約について協議願います。

貸 出 先 名

２７日

償 還 期 限 令和 １７年 １１月 ３０日 １０回

貸 出 方 法 証書貸付

担 保 なし

（単位：千円）

借入資金残高 43,306 協会保証 34,682

今回借入金 700

農地根抵当 0

計 44,006  計 34,682

①保全余剰 △ 9,324

②組勘極度額 30,000 ①-② △ 39,324

（９） 保 証 北海道農業信用基金協会

本 件 対 応 後の 与信 残高 （単位：千円）

手 形 貸 付 0

証 書 貸 付 19,729

ク ミ カ ン 貸 越 極 度 額 30,000

債 務 保 証 0

合 計 49,729
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借入資金残高 73,603 協会保証 48,443
共済根質権 19,016
農地根抵当 16,866

計 73,603 計 84,325
①保全余剰

②組勘極度額 8,900 ①-②

借入資金残高 29,390 協会保証 25,890
共済根質権 6,151
農地根抵当 10,223

計 29,390 計 42,264
①保全余剰

②組勘極度額 10,000 ①-②

クミカン貸越極度額 10,000
債 　務 　保 　証 0
合　　　　　 　計 21,267

2,874

３.本件対応後の与信残高 ( 単位：千円 )

手 　形　 貸 　付 3,500
証　 書 　貸 　付 7,767

組勘貸越極度額 10,000 10,000

３.保全状況 ( 単位：千円 )

12,874

氏　名 鷲見　拓也

２.貸出資金名 ( 単位：千円 )
資　　金　　名 令和７年度（参考） 令和８年度

債 　務 　保 　証 0
合　　　　　 　計 38,047

2 下記契約について協議願います。

1.貸出先名

手 　形　 貸 　付 19,010
証　 書 　貸 　付 10,137
クミカン貸越極度額 8,900

1,822

３.本件対応後の与信残高 ( 単位：千円 )

２.貸出資金名 ( 単位：千円 )
資　　金　　名 令和７年度（参考） 令和８年度

組勘貸越極度額 8,900 8,900

自己査定に係る破綻懸念先への貸付について(組勘貸越極度）

1 下記契約について協議願います。

1.貸出先名

氏　名 河野　壮登

３.保全状況 ( 単位：千円 )

10,722
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借入資金残高 23,136 協会保証 3,520
定期証書差入 4,500
共済根質権 8,703
農地根抵当 14,291

計 23,136 計 31,014
①保全余剰

②組勘極度額 3,500 ①-②

借入資金残高 66,385 協会保証 46,125
共済根質権 13,522
農地根抵当 25,598

計 66,385 計 85,245
①保全余剰

②組勘極度額 13,000 ①-②

クミカン貸越極度額 13,000
債 　務 　保 　証 0
合　　　　　 　計 34,259

5,860

３.本件対応後の与信残高 ( 単位：千円 )

手 　形　 貸 　付 10,000
証　 書 　貸 　付 11,259

組勘貸越極度額 21,400 13,000

３.保全状況 ( 単位：千円 )

18,860

氏　名 合同会社　Ｓｏｕｒｉｒｅ

２.貸出資金名 ( 単位：千円 )
資　　金　　名 令和７年度（参考） 令和８年度

債 　務 　保 　証 0
合　　　　　 　計 19,672

4 下記契約について協議願います。

1.貸出先名

手 　形　 貸 　付 7,040
証　 書 　貸 　付 9,132
クミカン貸越極度額 3,500

３.保全状況 ( 単位：千円 )

7,878
4,378

３.本件対応後の与信残高 ( 単位：千円 )

２.貸出資金名 ( 単位：千円 )
資　　金　　名 令和７年度（参考） 令和８年度

組勘貸越極度額 11,000 3,500

自己査定に係る破綻懸念先への貸付について(組勘貸越極度）

3 下記契約について協議願います。

1.貸出先名

氏　名 山田　和邦
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①　不良債権の状況

債務者区分

危険債権

要管理債権

 *１　信用事業以外の債権については、個々のＪＡの判断に委ねられるが、信用事業債権と総合的に管理することが望ましい。

 *２　金額は該当案件の総額（例えば３ヵ月を超えている部分の金額だけでなく）とする。

（令和８年１月３１日現在）

千円

件 1

件 0 千円

件 42 千円

0

42

千円

0

合　　　　計

件

破綻懸念先 4

千円

件 千円

0

202,157

破綻先

実質破綻先

千円

4 202,157

00

千円221,1296 件 18,972 千円

221,087

0

件 18,930

0

件 千円

5

0 千円

要管理先

千円

千円202,157

千円

千円

不 良 債 権 の 処 理 方 針 に つ い て

0

破産更生債権及びこれら
に準ずる債権

0

202,157

金融再生法に
基づく開示債権

千円

千円千円

信用事業総与信 信用事業以外債権 合　　　　　計
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①　債務者一覧

組合員コ－ド 債務者氏名 信用事業債権 信用事業以外債権 合　　　　　計 今後の処理方針

108558 河野　壮登 75,870 212 76,082
経営改善特別対策委員会において協議のうえ管理・営農指導を強化し、
営農継続のための必要最小限の与信とします。

104280 鷲見　拓也 35,859 3,484 39,343
経営改善特別対策委員会において協議のうえ管理・営農指導を強化し、
営農継続のための必要最小限の与信とします。

215246 山田　和邦 23,136 2,664 25,800
経営改善特別対策委員会において協議のうえ管理・営農指導を強化し、
営農継続のための必要最小限の与信とします。

221121 合同会社　Ｓｏｕｒｉｒｅ 67,292 12,492 79,784
経営改善特別対策委員会において協議のうえ管理・営農指導を強化し、
営農継続のための必要最小限の与信とします。

合　　　　計 4件 202,157 18,852 221,009

 *１　信用事業以外債権（給油未収金）のみの債務者は除いている。

破綻懸念先

不 良 債 権 の 処 理 方 針 に つ い て（明細）

区　　　分

延滞債権

部外秘
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議決権行使書面 

 

 私は令和８年４月１４日開催の貴組合通常総代会に都合により出席できませんので、下

記のとおり書面により議決権を行使いたします。 

 

記 

組合員氏名   

議決権行使個数   １個 

    議案第１号に対し        賛成 ・ 反対 

    議案第２号に対し        賛成 ・ 反対 

    議案第３号に対し        賛成 ・ 反対 

    議案第４号に対し        賛成 ・ 反対 

    議案第５号に対し        賛成 ・ 反対 

    議案第６号に対し        賛成 ・ 反対 

     

 

（賛否のいずれかに○印を記入する。） 

                           

令和   年   月   日 

 

                    住 所 

 

                    氏 名                印 

 

道北なよろ農業協同組合 

代表理事組合長 村上  清 殿 
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１

２

３

４

５

① 所定の用紙を用いないもの

② 署名又は記名押印のないもの

③ 賛否を訂正しているもので、訂正印のないもの

④ 賛否を訂正しているもので、訂正印の印影が、記名押印の印影と異なるもの

⑤ 賛成及び反対の双方に○印の記号を記載したもの

⑥ 賛成又は反対のいずれかに○印の記号を記載したものか確認し難いもの

⑦ 賛否の欄に○印の記号のほか他事を記載したもの

ただし、次の場合は有効とします。

（１） 賛成に○印があり、反対に×印を記入したもの（賛成）

（２） 賛成に×印があり、反対に○印を記入したもの（反対）

（３） 賛成に表示がなく、反対に×印を記入したもの（賛成）

（４） 賛成に×印があり、反対に表示のないもの（反対）

６

　 次の各号に該当する議決権行使書面は、「無効」として取扱います。

   議決権行使書面を申し出により再発行したときは、再発行した議決権行使書面を有効
として取扱います。

　 議決権行使書面は次により取扱いますので、ご留意のうえ、議決権を行使いただきたくお
願いいたします。

（議決権行使にあたっての留意事項）

　 書面により議決権を行使する場合は、「 議決権行使書面 」用紙に必要事項を記載し、
令和8年４月13日午後５時までに当組合総務部宛にご提出ください。

　 書面による議決権の行使については、当組合の定款第４９条の規定により取扱います。

　 賛否のいずれかにも○印の記入のないものは、賛成として取扱います。

　 賛否のご記入は、黒のボールペンをご使用いただき、はっきりと○印をご記入くださ
い。
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らくみらんど株式会社に係る事前承認事項について 

 

（承認事項） 

 

１．らくみらんど株式会社定時株主総会開催の件 

定時株主総会を下記日程で開催いたします。 

 

開催日  令和８年 3 月２３日（月） 午後３時 

場 所  道北なよろ農業協同組合 本所 

 

議案 第 1 号 第６期事業報告の件 

 

     第 2 号 第７期事業計画の件 

 

     第 3 号 役員選任の件 

 

     第４号 役員報酬の件 

 

 

 

２．第７期事業計画 

 

別紙 
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らくみらんど　事業計画

R７実績 R８計画

市営牧野収益 21,373,652 20,600,000 △ 773,652 96%

生物販売高 930,000 400,000 △ 530,000 43%

堆肥売上高 8,596,000 9,000,000 404,000 105%

雑収益 5,603,055 4,843,734 △ 759,321 86%

預託収益 216,358,030 233,430,960 17,072,930 108%

諸経費 4,395,975 4,250,000 △ 145,975 97%

257,256,712 272,524,694 15,267,982 106%

受取利息 3,696 0 △ 3,696 0%

受取配当金 577,952 0 △ 577,952 0%

雑収益 4,171,346 4,270,000 98,654 102%

4,752,994 4,270,000 △ 482,994 90%

262,009,706 276,794,694 14,784,988 106%

市営牧野費用 19,517,201 20,600,000 1,082,799 106%

堆肥販売費用 21,000 40,000 19,000 190%

動力水道光熱費 7,852,822 8,900,000 1,047,178 113%

施設修繕費 850,471 1,500,000 649,529 176%

燃料 4,524,805 5,450,000 925,195 120%

リース料 6,958,820 6,958,820 0 100%

その他 3,379,414 7,291,180 3,911,766 216%

診療衛生費 9,376,605 8,900,000 △ 476,605 95%

消耗品費 1,494,675 1,200,000 △ 294,675 80%

運賃 644,000 1,365,000 721,000 212%

リース料 660,948 660,948 0 100%

濃厚飼料 52,024,260 61,782,294 9,758,034 119%

粗飼料 49,553,848 53,499,756 3,945,908 108%

敷料 6,154,013 6,250,000 95,987 102%

その他 4,869,753 4,194,400 △ 675,353 86%

牧場利用料 4,989,475 5,605,600 616,125 112%

期首棚卸高 6,054,112 5,748,025 △ 306,087 95%

期末棚卸高 △ 5,748,025 △ 5,000,000 748,025 87%

110,116 500,000 389,884 454%

期首棚卸高 392,900 0 △ 392,900 0%

期末棚卸高 0 △ 560,000 △ 560,000 --

173,681,213 194,886,023 21,204,810 112%

役員報酬 11,920,000 9,212,000 △ 2,708,000 77%

給料手当 30,083,431 29,347,300 △ 736,131 98%

法定福利費他 8,862,422 7,830,000 △ 1,032,422 88%

受入管理分担金 △ 9,012,094 △ 8,800,000 212,094 98%

研修教育費 2,855 50,000 47,145 1751%

旅費交通費 39,010 50,000 10,990 128%

会議費 127,549 150,000 22,451 118%

接待交際費 0 50,000 50,000 --

宣伝広告費 0 50,000 50,000 --

通信費 291,653 288,000 △ 3,653 99%

印刷消耗品費 248,482 240,000 △ 8,482 97%

図書費 69,846 0 △ 69,846 0%

事務機械費 869,823 539,475 △ 330,348 62%

業務委託費 100,000 100,000 0 100%

その他 0 100,000 100,000 --

公租公課 1,000 20,000 19,000 2000%

支払賦課金 222,622 220,000 △ 2,622 99%

修繕費 97,000 200,000 103,000 206%

水道光熱費 203,081 240,000 36,919 118%

賃借料 25,500,000 25,500,000 0 100%

施設管理費 1,733,597 2,017,200 283,603 116%

減価償却費 189,012 189,012 0 100%

雑費 826,620 1,063,684 237,064 129%

72,375,909 68,656,671 △ 3,719,238 95%

支払利息 151,077 100,000 △ 51,077 66%

151,077 100,000 △ 51,077 66%

246,208,199 263,642,694 17,434,495 107%

15,801,507 13,152,000 △ 2,649,507 83%

収益計

科　　目 前年比

家畜預託収益

販売収益計

事業外収益計

費用計

差引損益

車輛費

生物預託費

生物販売原価

販売費用計

事業管理費計

事業外費用計
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令和８年度 ４月 地区別懇談会の開催について 

 

◎ 班 体 制     1班体制 

 

◎ 実施会場数    3ヶ所 

   風 連 地 区   1ヶ所 

   名 寄 地 区   1ヶ所 

   智恵文地区   1ヶ所 

 

◎ 実 施 日    令和 8年 4月 6日（月）・ 7日（火） 

 

◎ 時  間（半日懇談） 

   午前の部  午前 9時 30分 

   午後の部  午後 1時 30分 

 

◎ 項  目 

   ・ 令和７年度決算について 

・ 令和８年度計画について 

・ 令和８年度営業時間について 

   ・ その他 

 

◎ 開催日時・会場 

月  日 時  間 会  場 対象地区 

4月 6日（月） 

午前 9時 30分 ふうれん地域交流センター 風 連 地区 

午後 1時 30分 ＪＡ道北なよろ営農センター 名  寄 地区 

4月 7日（火） 午前 9時 30分 智恵文多目的研修センター         智恵文 地区 

※ 対象地区で出席できない場合は、他会場に出席をお願いする。 

 

◎ 出席役員・職員 

   ○ 共 通  組合長・専務・常務・常勤監事・参事・各部長・次長・室長 

支所長 

   ○ 非常勤理事・非常勤監事 
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決 

裁 

組合長 専 務 常 務 参  事 部  長 課 長 課長補佐 

       

 

第１回定例理事会議事録 

 

1. 開催日時  令和 8年 2月 17日（火） 午後 2時 30分 

2. 開催場所  名寄市風連町本町 62番地 道北なよろ農業協同組合本所 役員会議室 

3. 理事総数  理事   13名 

4. 監事総数  監事   4名 

5. 出席理事  村上組合長、小川専務、中村常務、山崎理事、中村理事、小泉理事、 

宗万理事、鷲見理事、大久保理事、山家理事、北野理事、松本理事、 

中野理事 

                       計 13名 

6. 欠席理事  な し 

7. 出席監事  五十嵐代表監事、松崎常勤監事、永井監事、齋藤監事    計 4名 

8. 欠席監事  な し 

9. 陪席職員   石山参事、斉藤部長、奥山部長、佐藤部長、安達部長 

           藤原次長、吉田次長、齋藤次長、宗片室長 

10. 議長    村上組合長 

 

小川専務    出席のお礼を述べ、組合長が議長となり理事会を開催することを告げる。 

 

村上組合長   出席のお礼と併せて、過日開催された上川地区組合長会の内容に関して

説明し、議案審議に入ることを告げる。 

 

報告事項 

1. 道常例検査に係る回答について 

斉藤部長    別紙１～２Ｐに基づき報告する。 

 

2. 組合員の加入脱退について 

斉藤部長    別紙３～５Ｐに基づき報告する。 

 

3. 令和７年度自己査定結果について 

斉藤部長    別紙６～１５Ｐに基づき報告する。 

松本理事    自己査定の内容等について、理事会終了後に詳細な説明を求める。 
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4. 令和７年度決算について 

石山参事    別紙１６～１７Ｐに基づき報告する。 

 

5. らくみらんど㈱決算について 

齋藤次長    別紙１８Ｐに基づき報告する。 

 

6. 役員報酬審議会答申について 

石山参事    別紙１９Ｐに基づき報告する。 

 

7. 組合と理事との契約（貸付実行）の報告について 

奥山部長    別紙２０Ｐに基づき報告する。 

 

8.  名寄市農業委員会報告について 

小川専務    別紙２１～３８Ｐ第１回名寄市農業委員会総会議案の確認を願い報告と 

する。 

 

村上議長    午後３時００分 休憩を宣言する。 

村上議長    午後３時０７分 再開を宣言する。 

 

決議事項 

1. 令和８年度コンプライアンスプログラムの制定について 

斉藤部長    別紙３９～４１Ｐに基づき説明する。 

村上議長    質疑を求めるがなく、出席した理事全員が異議なく了承した。 

 

2. 職員就業規則の改正について 

斉藤部長    別紙４２～４６Ｐに基づき説明する。 

中野理事    ４週８休実施による労働時間減少に伴い、現状の業務量をどのように処 

理して行くのか、方針等考えがあれば説明願いたい。 

石山参事    各部門連係による業務効率化に努めて参りたい。 

斉藤部長    夏期の就業時間延長により、劇的に労働時間が減少している訳ではあり

ません。 

村上組合長   意識を高く持ったうえで、職員の資質向上に努めて参りたい。 

村上議長    他に質疑を求めるがなく、出席した理事全員が異議なく了承した。 

 

3. 準職員就業規則の改正について 

斉藤部長    別紙４７～５１Ｐに基づき説明する。 
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村上議長    質疑を求めるがなく、出席した理事全員が異議なく了承した。 

 

4. 人事規程の一部改正について 

斉藤部長    別紙５２Ｐに基づき説明する。 

村上議長    質疑を求めるがなく、出席した理事全員が異議なく了承した。 

 

5. 給与規程の一部改正について 

斉藤部長    別紙５３～５８Ｐに基づき説明する。 

村上議長    質疑を求めるがなく、出席した理事全員が異議なく了承した。 

 

6. 職能資格規程の一部改正について 

斉藤部長    別紙５９～６０Ｐに基づき説明する。 

村上議長    質疑を求めるがなく、出席した理事全員が異議なく了承した。 

 

7. 令和 8年度営業時間の変更について 

斉藤部長    別紙６１Ｐに基づき説明する。 

村上議長    質疑を求めるがなく、出席した理事全員が異議なく了承した。 

 

8. 目的積立金の取崩について 

斉藤部長    別紙６２Ｐに基づき説明する。 

村上議長    質疑を求めるがなく、出席した理事全員が異議なく了承した。 

 

9. らくみらんど㈱に係る事前承認事項について 

齋藤次長    別紙６３Ｐに基づき説明する。 

村上議長    質疑を求めるがなく、出席した理事全員が異議なく了承した。 

 

10. 組合と理事との契約（貸付）および与信残高４千万円超への貸付について 

村上議長    利益相反取引につき中村理事の同席について意見を求めるがなく、同席 

することで出席した理事全員が了承した。 

奥山部長    別紙６４Ｐに基づき説明する 

村上議長    質疑を求めるがなく、出席した理事全員が異議なく了承した。なお、中村 

理事は採決に参加しなかった。 

 

協議事項 

1. 令和７年度剰余金処分（案）について 

斉藤部長    別紙６５Ｐに基づき説明する。 

77



4 

 

村上組合長   令和７年度剰余金処分案についての補足説明をする。 

山崎理事    農業経営基盤強化積立金の残り枠について説明願う。 

斉藤部長    約１００万円程度です。 

松本理事    事業分量配当率について、飼料については料率的に上限だと思うが、その

他の品目について奨励金等も含めた場合、余裕があるように思うが説明願

いたい。 

石山参事    購買手数料率については、扱い種別毎の中でも品目による違いがあり一

律ではなく、その率を超える事は出来ません。 

松本理事    販売高増加に伴い、それに応じて収益も増加するため配当をし過ぎるこ

とは無いと思う。 

村上組合長   事業分量配当については、金額的にもほぼ上限だと思っている。 

宗万理事    事業分量配当については、根本的に組合員がどれだけ組合とかかわり利

用して頂いたかという物差しであり、物を購入したから還元されるという

考え方とは違う。次年度以降大型投資もある中でこれだけの配当が出来る

のは良かったと思う。 

村上議長    他に質疑を求めるがなく、出席した理事全員が異議なく了承した。 

 

以上をもって全議案の審議を終了したので、午後 3時 51分議長は閉会を宣言した。 

 上記議事の経過およびその結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席理事および

出席監事は下記に記名捺印する。 

 

令和 8年 2月 17日 

 

道北なよろ農業協同組合 

 

議長   代表理事組合長   村 上   清 

 

 

     代表理事専務    小 川 和 則 

 

 

                       常 務 理 事   中 村 静 男 

 

 

                       理     事   山 崎 一 浩 
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                  理     事   中 村 耕 司                                         

 

 

理     事   小 泉 博 志 

 

 

                       理     事   宗 万 利 行 

 

 

                       理     事   鷲 見 悦 朗 

 

   

                     理     事   大久保 裕 司 

 

 

                       理     事   山 家 智 彦 

 

 

                       理     事   北 野 裕 介 

 

 

                       理     事   松 本 和 俊 

 

 

                       理     事   中 野 清 隆 

 

 

代 表 監 事   五十嵐 真 吾 

 

                                        

常 勤 監 事   松 崎 千 春 

 

 

                       監     事   永 井 健 一 
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                       監     事   齋 藤   覚 
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